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ニホンジカに係る生態系維持回復事業
策定のためのガイドラインと地域連携 

 

  

令和元年度鳥獣保護管理に係る人材育成研修事業 

ニホンジカ管理に係る研修会 

ガイドラインは 
https://www.env.go.jp/press/106643.html 
に掲載されています 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究 小泉  透 
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生態系維持回復事業計画とは 

•国立・国定公園の生態系の維持又は回復を図るこ
とを目的とした生態系維持回復事業制度が創設
（2009年自然公園法改正） 

 

•国立公園は国が、国定公園は都道府県が生態系
維持回復事業計画を作成し、これに従って生態系
維持回復事業を行うとともに、国等の公的主体以
外の者についても、環境大臣等の認定を受けて、
自然公園法上の許可等を要しないで当該事業を
行うことができる 

はじめに 

生態系維持回復事業計画においては、国立公園に
おけるニホンジカ等による影響に積極的に措置を講
じ、生態系を維持又は回復していく必要がある。 
 
ニホンジカや外来種の駆除といった特定の動植物
を対象にした取組を個別に進めるのではなく、国立
公園の生態系の維持又は回復するよう、生態系の
過程や動植物の相互作用などに注目した相互的な
取組をモニタリングに基づき順応的に実施していく
ことが求められている。 

ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン 
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環境省（2019）全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推定等の結果について（令和元年度）
https://www.env.go.jp/press/107256.html 

ニホンジカの分布状況の推移 

1978年 生息区画率 20.3% 2014年 生息区画率 53.5% 

ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン 
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全国に共通して妊娠率が高い 

足寄 96.4% 
（Suzuki et al. 1993） 

房総*72.5～100%（浅田 1996） 

五葉山*94.1%（高槻 1992） 

球磨 92.2%（Koizumi et al. 2009） 

福岡 78.3%  
（池田2001） 

弥山 77%  
（金森ほか 1999） 

南但馬 73.9-89.8% 
（Koizumi 1992） 

宮崎 78.3%（自然環境研究センター1998） 

大分 90.2%（自然環境研究センター1987） 

1才以上のメスジカの妊娠率 *：五葉山、房総は2才以上の妊娠率 

富士山 95.5%（小泉ほか 2012） 

シカ捕獲数（棒グラフ）の推移とメスジカの割合（折れ線グラフ） 
（鳥獣関係統計，1948～2014年より） 

戦後約60年間メスジカの捕獲を制限して保護してきた 

捕
獲
数

 

メ
ス
ジ
カ
の
割
合
（
％
）

 

1948 メスジカ狩猟獣から除外 

1994 メスジカ狩猟獣指定（4道県） 

1999 特定鳥獣保護管理計画制度創設 

2007 メスジカ狩猟獣指定（全国） 
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国立公園におけるニホンジカの生息密度（本州以南） 

ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン 

生息密度 頭/km2 

5頭/km2 

国立公園におけるニホンジカの被害の有無 

ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン 

影響なし 生態系被害 農林業被害 農林業＋生態系被害 

周辺にニホンジカが生息し影響を受ける可能性のある30国立公園のうち、 
64％（38地区）でニホンジカが広範囲に生息し個体数が多かった。 
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公
園
計
画 

規
制
計
画 

事
業
計
画 

生態系維持 
回復事業計画 

生態系維持 
回復事業 

生態系維持回復事業の実施手順 
国立公園の場合は、国の機関の長が、 
国定公園の場合は、都道府県知事が計画を策定する。 
（生態系維持回復事業計画の構成） 
（1）生態系維持回復事業計画の名称 
（2）生態系維持回復事業計画の策定者 
（3）生態系維持回復事業計画の計画期間 
（4）生態系維持回復事業の目標 
（5）生態系維持回復事業を行う区域 
（6）生態系維持回復事業の内容 
  イ.生態系の状況の把握及び監視に関する事業 
  ロ.生態系の維持回復に支障を及ぼす恐れのある動植物の防除に関する事業 
  ハ.動植物の生息環境・生育環境の維持又は改善に関する事業 
  ニ.生態系の維持回復に必要な動植物の保護増殖に関する事業 
  ホ.生態系の維持回復に資する普及啓発に関する事業 
  ヘ.イ～ホまでに掲げる事業の効果的な実施に資する調査等に関する事業 
（7）生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項 
  イ.生態系維持回復事業計画の評価及び見直しに関する事項 
  ロ.生態系維持回復事業の実施に関する計画との連携に関する事項 
  ハ.生態系維持回復事業の実施体制に関する事項 

事業者によって、環境大臣等の確認・認定を受ける。 
（国立公園の場合） 
・地方公共団体は、環境大臣の確認を受ける。 
・国及び地方公共団体以外の者は、環境大臣の認定を受ける。 
 
（国定公園の場合） 
・国及び都道府県以外の地方公共団体は、都道府県知事の確認を受ける。 
・国及び地方公共団体以外の者は、都道府県知事の認定を受ける。 
 

事業計画の考え方 

 

概ね5 年間の期間で事業目標を設定し、 
その目標達成を目指す。 
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生態系維持回復事業の実施状況 
公園名 策定者 事業を行う区域 対象種 

知床国立公園 農林水産省 環境省 公園全域 エゾシカ 

尾瀬国立公園 農林水産省 環境省 公園全域 ニホンジカ 

白山国立公園 
農林水産省 国土交通
省 環境省 

公園全域 外来植物 

南アルプス国立公園 農林水産省 環境省 公園全域 ニホンジカ 

霧島錦江湾国立公園 農林水産省 環境省 霧島地域全域 ニホンジカ 

屋久島国立公園 農林水産省 環境省 公園のうち屋久島に係る地域 ヤクシカ 

釧路湿原国立公園 環境省 公園全域 エゾシカ 

阿寒国立公園 農林水産省 環境省 公園全域 エゾシカ 

阿寒国立公園 環境省 オンネトー湯の滝地区 外来魚の防除等 

富士箱根伊豆国立公園 農林水産省 環境省 箱根地域 
ニホンジカ、外来
生物 

10事業が実施中、そのうちシカに関するものが8事業 

（令和元年11月時点） 
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ガイドライン作成の目的 

•予防原則に基づきニホンジカ対策を、科学的順応
的に推進することとし、事業計画を新たに策定ま
たは更新する際に効果的な事業計画の策定方法
を示す 
 

•本ガイドラインのポイントは以下 
（１）計画策定のための事前調査と現状把握の重要性 
（２）（合意形成を図るための）ツールとしてＧＩＳを活用するこ
との有効性 

（３）ニホンジカの影響段階、対策進行段階の把握方法 
（４）達成すべき数値目標の考え方と対策（捕獲、防護柵の
設置）の実施方法 

（５）対策の効果、目標の達成度に対する評価手法 
（６）関連計画との連携及び実施体制の構築 

予防原則（precautionary principle） 

国連環境開発会議（地球サミット；1992年）環境と開発に関するリオ宣言第15原則 
 

環境を保全するために、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く利用されな
ければならない。 

深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠
如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使わ
れてはならない。 
 
【シカ管理への適用】 

シカによる生態系へのインパクトが、深刻あるいは不可逆的なおそれがある場合には、
因果関係が明確でなくとも、さらなる事態の悪化を避けるために、インパクトの軽減（シカ
の捕獲）を図る。 
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順応的管理（adaptive management） 

【シカ管理への適用】 
(1)不確実性が高く 
(2)非定常的に変動する 
系において 
「モニタリング結果を次の実行に反映（フィードバック）させる」管理方法である。 
 

計画の予測がはずれる事態が起こり得ることを、あらかじめ管理システムに組み込んで
いる点が特徴である。 
 
予防原則と順応的管理を対立的に取り上げる場合もあるが、 
 
シカ管理では 
「順応的管理は予防原則を実現させるための現実的手段である」 
と理解する。 
 

 
ガイドラインのポイント（１） 

計画策定のための事前調査と現状把握の重要性 

【事例】 簡易チェックシートによるシカ影響評価 

【事例】 航空レーザ測量による下層植生評価 

ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン 
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初期に対策を講じれば植生の回復が図れるが… 
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シカ対策が遅れると植生は回復しない 

シカ減少措置 
防護柵の設置 

 
ガイドラインのポイント（２） 

（合意形成を図るための）ツールとしてＧＩＳを活用するこ
との有効性 
 
【事例】 簡易チェックシートによる 
      シカ影響評価 

【事例】 航空レーザ測量による 
      下層植生評価 

兵庫県全域（2010年時点）におけるSDR別の落葉広葉樹林の分布 南アルプス国立公園における下層植生評価指標 

ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン 
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ガイドラインのポイント（３） 

ニホンジカの影響段階、対策進行段階の把握方法 
 

 

ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン 

ガイドラインのポイント（４） 

達成すべき数値目標の考え方と対策（捕獲、防護柵の設
置）の実施方法 

ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン 
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パッチディフェンスによる造林地防護 （三重県大台町 宮川森林組合） 

パッチディフェンス（複数の小規模柵を集中して設置する 

関東森林管理局静岡森林管理署（静岡県静岡市）では、3年間（平成24
（2012）年度～平成26（2014）年度）で569頭が捕獲され、シカの生息密度が
5分の1程度まで低下した区域もあることが分かった。 
 
平成28年度森林・林業白書 
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きちんと獲ればシカは減る 
富士山における捕獲事例 

１．安全な捕獲 
巻き狩りの廃止（使用銃は１地域１丁に限定） 

２．確実な捕獲 
捕獲数／発砲数を記録（90％を超える成功率） 

３．効率的な捕獲 
捕獲のルールづくり（メスから捕獲する） 

４．効果的な捕獲 
定量的に測定（カメラトラップ法・ライトセンサス法） 

５．持続的な捕獲 
体制と予算の確保 

６．事業と連動する捕獲 
森林計画との連動 

捕獲者 

研究者 

森林 
管理者 

ガイドラインのポイント（５） 

対策の効果、目標の達成度に対する評価手法 

 
ニホンジカの影響段階の変化を把握 

         ↓ 

GISを用いて「見える化」して関係者で理解共有 

         ↓ 

目標を達成したかを区分して評価する 
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事業計画の策定手順 

国立公園のみならず、国定公園や都道府県立自然公園、自然環境保全地域等におけ
るニホンジカ対策においても本ガイドラインが活用されることを期待する 

目次 

•生態系維持回復事業計画の概要 

• ガイドライン作成の目的 

•連携の必要性：地方自治体のシカ担当としての関

わり 
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捕獲制度の多様化 

生
息
数
（千
頭
） 

年度 

狩猟 

有害鳥獣駆除（被害防止のための捕獲） 

特定鳥獣（保護）管理計画1999 

鳥獣被害特措法2008 

指定管理鳥獣捕獲等事業2014 

捕
獲
数 

生態系維持回復事業2009 

狩猟と狩猟以外による捕獲数の推移（1948～2015） 

狩 
 

猟 

狩
猟
以
外 

狩猟以外の捕獲が70％を占める 

年度 

捕
獲
数 

捕獲制度の整合と実施主体の連携必要 

ツールとしてのＧＩＳの有効性 
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シカ密度分布図（2014年） 

環境省（2015）改正鳥獣法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業の推進に向けた全国のニホンジカの密度分布図の作成について 
http://www.env.go.jp/press/101522.html 

霧島錦江湾国立公園におけるニホンジカ密度分布 
ニホンジカに係る生態系維持回復事業策定のためのガイドライン参考資料2 
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「協議会」ではなく「チーム」 

チーム（異職種の連携と協働）を束ねる４つのルール 
               厚労省（2010）「チーム医療の推進について」を参考にした 

捕獲者 

調査者 

行政担当者 
１．フラット化 
   参加する人は誰でも自由に意見が言える 

２．分業化 
   得意分野を活かして仕事をする 

３．理解の共有 
   達成目標を皆で理解する 

４．理解の徹底 
   つくったルールをまもる 

統制のとれた捕獲につながる 

ニホンジカ管理に向けた連携 

• シカの生息・移動範囲は広域に及ぶ 

•行政区画など無関係 

•単一の行政区画内での対策でシカ管理を成功さ
せることは難しい 

 

•国－都道府県ー市町村の連携が必要となる 

•行政機関だけでなく、土地所有者や狩猟者、地元
住民など様々な関係機関・団体の連携・協力も必
要となる 
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生態系維持回復事業計画の 
策定に向けて：情報の共有 

都道府県・市町村と環境省で共有すべき情報 

• 各種計画に基づく調査で把握された生息情報 

• 捕獲事業等の実績 等 

 

必要な情報を双方向的に共有し、生態系維持回復事業
を効果的なものにする 

        ↕ 

生態系維持回復事業を効率的なものにすることで、 

都道府県と市町村のシカ対策が効率的に進む 

 

生態系維持回復事業計画の策定手順 
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関連する計画等との位置付け 

 

生態系維持回復事業計画の 
策定に向けて：関連する計画との整合性 

都道府県 

• 特定計画 
• 指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画 

• 地域森林計画 

 
市町村 

• 被害防止計画 

• 市町村森林整備計画 
 

上記計画の目標や実施等について、環境省と調整を図り、 
整合性をとる 
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生態系維持回復事業計画の 
策定に向けて：役割分担 

•都道府県、市町村は生態系維持回復事業の目標を
把握し、関連する計画の目標との違いを理解する 
• 生態系維持回復事業計画：公園内の景観や生態系等の
維持、保全、回復 

• 特定計画：個体数の管理 

• 被害防止計画：農林水産業等の被害の防止 等 

 

それぞれの計画の目的を理解した上で、 

補完的な役割分担を行うことが望ましい 

生態系維持回復事業計画との 
すみわけ 

•都道府県、市町村はそれぞれが作成した計画の
目標達成の助けとなるよう、生態系維持回復事業
と効果的なすみわけを図ることが重要 

 

• 効率的な捕獲を行うため、捕獲の実施時期や 
区域を事前に調整する 

• 移動個体群であれば、その移動ルートを把握した上で、
適切な時期と場所でそれぞれが捕獲を実施する 
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シカ対策は連携が重要 

•税金によって実行されるシカ対策は効率的なもの
でなくてはならない 

•国、都道府県、市町村という区切りはシカには無
関係 

 

•国、都道府県、市町村がそれぞれの目標に向か
い、シカ対策を効率的に実行するためにも、情報
共有と役割分担、連携が重要となる 

シカ対策は連携が重要 

広い視野を持ち 

 

現場に即した対応力 

 

をもつ 


